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地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 ３ ０ 年 度 定 期 監 査 を 実 施し

たので、その結果を同条第９項の規定により報告（公表）する。  
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定期監査報告 
 

１  監査の種類 

  定 期 監 査  

 

２  監査の対象年度 

  平 成 ３ ０ 年 度  

 

３  監査の実施期間 

  平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ６ 日 か ら 令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日 （ 平 成 ３ ０ 年 度 定 期 監 査 ）  

 

４  監査対象課等 
 
  前期 (平成３０年１１月６日から１２月１４日まで ) 

❶ 農 業 委 員 会 事 務 局  ❷ 議 会 事 務 局  ❸ 企 画 課  ➍ 秘 書 課  ❺ 財 政 課  ➏ 総 務 課  ❼ 自 治 振 興 課  

❽ 防 災 安 全 課  ❾ 会 計 課  ❿ 保 健 セ ン タ ー  ⓫ 環 境 課  ⓬ 保 険 年 金 課  

 

    中期 (平成３１年１月７日から３月７日まで ) 

❶ 監 査 委 員 事 務 局  ❷ 社 会 教 育 課  ❸ 上 水 道 課  ❹ 下 水 道 課  ❺ 市 民 課  ❻ 教 育 総 務 課  ❼ 学 校 教 育 課  

❽ 学 校 給 食 セ ン タ ー  ❾ 図 書 館  ❿ 歴 史 文 化 課  ⓫ 契 約 管 財 課  ⓬ 市 庁 舎 建 設 推 進 室  

 

    後期 (平成３１年４月４日から令和元年６月２８日まで ) 

❶ 建 設 部 （ 管 理 課  道 路 河 川 課  都 市 計 画 課 ）  ❷ 農 業 振 興 課  ❸ 農 林 整 備 課  ❹ 商 工 振 興 課   

❺ 観 光 振 興 課  ❻ 高 齢 者 支 援 課  ❼ 福 祉 課  ❽ 税 務 課  ❾ 藍 田 財 産 区  ❿ 納 税 課   

 
５  監査着眼点 

  一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 歳 入 歳 出 予 算 執 行 状 況 に つ い て 、下 記 の 項 目 を 主 眼 と し て 監 査 を 実

施 し た 。  
❶正確性：財務関係書類等の正確性の検証  
❷適法性：法令、規則に応じた事務処理がされているか  

❸計画性：予算の執行は計画的に行われているか  

❹調達（契約）の方法などが適正か  

❺効率性：事業運営が費用・労務を最小限とする手法か  

❻有効性：事業運営の結果が、初期の目的を達成しているか、また、効果をあげているか  

 

６  監査の方法 

 ① 監 査 対 象 課 等 か ら 提 出 さ れ た 監 査 資 料 、関 係 諸 帳 簿 等 を も と に 、事 務 や 事 業 が 法 令 等 に 従 っ  

て 適 正 に 行 わ れ て い る か と い う 観 点 は も と よ り 、経 済 性 、効 率 性 、有 効 性 の 観 点 に も 留 意 し

実 施 し た 。  

 

② 国 に お い て は 内 部 統 制 に よ る コ ン プ ラ イ ア ン ス の 強 化 と 合 わ せ 、監 査 委 員 監 査 の 抜 本 的 な 見

直 し が 急 務 と な っ て い る 。監 査 方 針 、監 査 基 準 の 明 確 な 設 定 、特 に 監 査 事 務 に お い て 、『 着 眼

点 』を 基 に 何 ら か の 不 備 を 発 見 し 、指 摘 す る こ と が 重 視 さ れ た こ れ ま で の 監 査 手 法 を 、監 査

方 針 の 基 本 的 な 部 分 を 残 し な が ら も 、関 係 各 課 と 緊 密 な 関 係 を 築 き 、不 備 改 善 の た め の 組 織

的 な 行 動 に 努 め て い く よ う な “ 新 た な 監 査 手 法 ” へ の 転 換 が 求 め ら れ て い る 。  

 

７  監査の結果  

お お む ね 適 正 に 執 行 さ れ て い る も の と 認 め た が 、 一 部 適 性 を 欠 く も の が 見 受 け ら れ た の で 、

担 当 者 を 交 え 、事 務 改 善 の た め の 協 議 を 行 っ た 。先 に 述 べ た よ う に 、監 査 手 法 の 見 直 し に よ り 、

相 対 に よ る 改 善 協 議 を 行 っ た こ と か ら 、特 段 措 置 を 求 め る べ き 重 大 事 項 は な か っ た こ と も 併 せ

て 報 告 す る 。 な お 、 各 課 の 監 査 結 果 に つ い て は 、 次 の と お り で あ る 。  
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■農業委員会事務局 
 〇期日 平成３０年１１月６日（火）  

〇検証分析 

  １ 収入事務について  

（１）調定事務の 過 程において 、税外 収 納簿の未備え付け が 見られた。  

（２）現金出納帳の管 理において、調定書摘 要欄に記載された 納 入者名と 現金領収 帳  

の納入者名が違う も のが数件見られた 。  

 

  ２ 支出事務について 

  （１）農地情報シ ステム保守業委託（ 契約額 ６７３，９２ ０ 円）に係る予算執 行伺い

において、決裁 区分に 間違いが あった 。事務 決裁規程では、５０万 円を超える委

託は、行政委員会 に おいて「副市長決 裁 」となっている。     

  （２）現地調査用 タブレット利用保 守 契約において、契約者 の氏名に誤りが 見 ら れた。                             

 

  ３ 服務について 

  （１）出張命 令 書において、復命 書 の未添付が 見られ た 。  

 

 

■議会事務局 
 〇期日 平成３０年１１月７日（水）  

〇検証分析 

  １ 契約事務について 

  （１）市議 会会議 録作成及び委員会 録 反訳業務委託契約 締 結後の対応に際し 、定 例会

ご と に 完 了 届 が 出 さ れ て い た が 、 完 了 届 は 委 託 契 約 期 間 が 満 了 し た と き に 徴 取

すべきものであり 、 一業務が終了した 場 合は終了報告書で 対 応されたい。  

 
■企画課 
 〇期日 平成３０年１１月８日（木）から９日（金） 

〇検証分析 

  １ 収入事務について  

 （１）古都人 吉応援 団寄附金の調 定書 作 成において納入者 の 職名 漏れ、現金 領収帳 の

日付印漏れが見ら れ た。  

  

  （２）行政財産使 用料（「人吉鉄道ミュ ージアム使用料」）算 定において床面積 の 取り

違いが見られた。  
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  ２ 契約事務について  

  （１）いく つかの 業務委託契約締結 ま での過程において 、設 計金額及び予定価 格 の不

適切な設定、設計書に おける単価の根拠 が 不明となっている も の、収入印紙貼付

漏れが見られた。  

   

印紙法  契約の相手方に印紙を貼る（印紙税を納める）義務があるので、印紙を貼付していな

いということは印紙税を納付していないということになる。印紙が貼付されていなくても、契

約はあくまでお互いの意思表示で効力が生じることから、無効にはならないものの、市は市民

（法人を含む）に適正な納税をお願いする立場にあるので、国税とはいえども印紙税を納付し

ていない契約書を受け取ることは慎まなければならないと考える。  

 

収入印紙が必要なケースと不必要なケースがあるが、今回の案件は収入印紙が必要な場合であ

り、故意ではないと思われるが、失念して貼付を忘れてしまったケースである。収入印紙が貼

付されていない契約書が発見された場合、３倍の過怠金が課せられるとあり、支払いは終了し

ているものの、相手方（いずれも業務委託契約）に貼付するよう指導する。  

 

 

  ３ 財産管理について  

  （１）備品目録表 と備品台帳との 違 い 及び備品から消耗 品 費への分類替えの 未 処理分

が見られた。  

 

 

■秘書課 

 〇期日 平成３０年１１月１３日（火） 

〇検証分析 特に な し 

 
 
■財政課 
 〇期日 平成３０年１１月１４日（水）  

〇検証分析 

  １ 契約事務について 

（１）見積結果報告 書への金額の未記 載 、市長公印の取り違 いが見られた 。財政 課の

市長印は、「補助指 令 書」「起債事務」に 限 定されている。  

 
 
 
 
 



  平成３０年度 定期監査報告書 

 

人吉市監査委員 4 

 

■総務課 
 〇期日 平成３０年１１月２６日（月）～２７日（火） 

 〇検証分析 

  １ 服務について 

  （１）出張命 令 書において、復命 書 の未添付が見られ た 。    

 

■自治振興課 ※選挙管理委員会含む 

 〇期日 平成３０年１１月２８日（水）から３０日（金） 

〇検証分析 

  １ 支出事務について 

（１）予算執行伺 作 成の過程において 、 見積書原本 添付漏 れ が見られた 。  

 

■防災安全課 

 〇期日 平成３０年１２月３日（月）から４日（火） 

〇検証分析 

  １ 収入事務について  

  （１）行政 財産使 用料の納入に際し 、納 期限は行政財産使 用 料条例第６条第１ 項 に前     

納と規定されてい る。後納による場合は、市 長が特に認めると き のみに限定され、

その場合は特に納 入 期限を記して、市長決 裁を受ける必要が あ る。平成２９年３

月 に 契 約 管 財 課 か ら こ の 案 件 に 際 し 通 知 文 書 が 出 さ れ て い る の で 、 こ の 通 知 内

容により今後は処 理 されたい。  

  

 ２ 支出事務について 

（１）公用車使 用簿に おいて 鉛筆書き 、訂正 印処理漏れ、行 先処理 漏れなどが 見られ

た。  

 

  ３ 契約事務について  

  （１）出水 期の常 設ポンプ設置・管理業 務委託契約におい て 予定価格書と見積 結 果報  

告書の予定価格に 違 いが見られた。  

 

  ４ 財産管理について  

  （１）備品目 録 表と備品台帳に 記 載 されてある単価 に 違 いが見られた。  

  （２）備品台 帳 に 記載されていな い のに目録表に記載 さ れ ているものが見 ら れた 。  

  （３）返納処 理 が目録表から削除 さ れていないものが 見 られた 。  
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地方自治法施行令第１６７条の２第 1 項  

第 1 号  売買、賃貸、請負その他の契約で、予定価格（賃貸の場合は予定賃貸借料の年額又は

総額）が次の各号に掲げる額を超えないものをするとき。  

（１）  工事又は製造の請負  １３０万円  

（２）  財産の買入れ      ８０万円  

（３）  物件の借入れ      ４０万円  

（４）  財産の売払い      ３０万円  

（５）  物件の貸付け      ３０万円  

（６）  その他のもの      ５０万円  

 

第２号  不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工

又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に

適しないものをするとき。  

■会計課  

 〇期日 平成３０年１２月５日（水） 

〇検証分析 特に な し 

 

■保健センター 

 〇期日 平成３０年１２月６日（木）から７日（金） 

〇検証分析 

  １ 支出事務について 

（１）３万円を超え る 物品購入 は、人吉市 契 約規則第２２条に 基 づき ２人以上の者か

ら の 見 積 書 を 徴 し な け れ ば な ら な い と あ り 、 １ 者 見 積 の 場 合 は 同 規 則 第 １ 項 に

従いその理由が必 要 となる。➡ＫＤＢシステム用プリンタートナーカートリッジ購入  

 

（２）公用車使 用簿に おいて 、不適切 な修正 処理、運転手 及 び所要 時間未記入 等が見

られた。  

 

  ２ 服務について 

  （１）出張命 令 簿において決裁 漏 れ などが見られた。  

 

  ３ 財産管理について  

  （１）備品目 録 表と備品台帳に違 い （不突合）が見ら れ た。  

 

４ 委託契約について 

  （１）随意契 約 の理由の取り違い （ 麻しん風しん混合 ワ クチン任意予防接 種 業務委  

託）、不十分な契約 内 容（印刷機保守点 検 業務委託契約中、 契 約保証金条項漏  

れ）、本契約書決裁 日 付漏れ、見積書日 付 漏れなどが見られ た 。  
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人吉市契約規則第２４条関連（随意契約の手続き）  

 

第１号  契約担当者は、令第１６７条の２第１項、第３号及び第４号の規定により、随意契約を

締結しようとし、及び締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。  

（１）契約の発注の見通し、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等（様式第１号）  

（２）契約の締結状況（様式第２号）  

（３）その他市長が認める事項  

 

■環境課 
 〇期日 平成３０年１２月１１日（火）から１２日（水） 

〇検証分析 

  １ 支出事務について 

（１）  瓦屋墓地法面伐採 作 業手数料の予算執 行 伺い作成において 、 地方自治法施行  

令第１６７条の２ 第 １項第３号による 随 意契約（相手方：シ ル バー人材センタ ー）

を締結しているが、その根拠法を含め た 記載がなされてい な かった。ま た、地方

自治法施行令第１ ６ ７条の２第１項第 ３ 号による随意契約 の 場合、人吉市契約規

則第２４条に基づ く 手続きが必要であ っ たが、そのことを 示す 関係書類が添付さ

れていなかった。  

 

 

 

 

 

 

  

２ 委託契約について 

  （１）願成 寺墓地 外風倒木処理業務 委 託の契約過程にお い て、随意契約の 法的根 拠と

して、地方自治法施 行令第１６７条の ２ 第１項第５号（「緊急 の必要により競争

入札に付すること が できないとき 。」）が使 われているが、予備費 充当の期日、見

積書提出の期日に タ イムラグ（９日間）が あっている。また、予 算執行伺いに お

いて、決裁区分の 間 違いが見られた。  

   

 
■保険年金課 
 〇期日 平成３０年１２月１３日（木）と１４日（金） 

〇検証分析 

  １ 支出事務について 

  （１）国保高額療 養費制度の見直し 対 応業務委託契約書 に 収入印紙が貼付さ れ ていな

かった。    

   

２ 服務について 

  （１）出張命 令 簿において復命書 添 付漏れ が見られた 。  

 

  ３ 財産管理について  

  （１）備品目 録 表と備品台帳に違 い （不突合）が見ら れ た。  
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■監査委員事務局 

 〇期日 平成３１年１月７日（月） 

〇検証分析 特に な し 

 

■社会教育課 

 〇期日 平成３１年１月８日（火）から１０日（木） 

〇検証分析 

  １ 収入事務について  

（１）行政財産使用 料（電柱・自動販売機分 ）に係る税外収納簿 は 作成されていたが 、

納入期限の未記載 が 数多く見られた。  

（２）公民館（コミ ュ ニティセンター）使 用料減免申請書の 決 裁処理において部 長 等

の決裁印漏れ等が 数 多く見られた。  

  

２ 委託契約について 

（１）会計年度任用 職 員制度の開始に伴 い、校区公民館長の職 位 についての見直しが

必至となっており、今後、町内会長嘱託 員の職位見直しと 合 わせ、公民館活動は

大きな転換期を迎 え ようとしている。今 後は、その動向を注 視するとともに、校

区市民体育祭の今 後 のあり方も検討し て いかなければなら な いと考える。このよ

うな現状を 踏まえ 、 校区市民体 育祭の 予 算化につい ては、 当 面は、“委 託料”と

しての支出はやむ を 得ないと判断した 。            継続協議  

 

（２）東西コミュニ ティセンター昇降 機 保守点検業務委託 契 約書に「契約保証金 」の

条項を追加、さらに 第三者 への再委託 の 条項に「市の承認（ 特 別に認める場合に

限る）」の一文を加 筆 ・追加されたい。  

 

（３）石野公園陶芸 館賃貸借契約にお い て、総価契約が可能 であるにも関わら ず 、単

価契約による契約 が 行われていた。早急 に是正されたい。併 せて、総価契約を前

提とした見積書の 徴 取、見積書徴取１者 の 根拠理由の記載、契 約 書へ月払いによ

る支払方法の加筆 な ど改められたい。  

 

（４）この ほかにも 不明確な設 計単価、 見積書の未 添付、値 引き前の見 積書の添 付 、

不適切な見 積書へ の 日付記入（ 鉛筆書 き）、不適切な 事前見 積 書の添付（ 本見積

書を使い回し）、予 算 執行伺い決裁漏れ な どが見られた。  
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  ３ 任意団体補助について  

  （１）人吉 市スポ ーツ少年団補助金 の 繰越額が増加傾向 に ある。平成３０ 年度補 助申

請額と調整を図る べ きと考える。  

 

  ４ 服務について 

  （１）出張命 令 書、復命書におい て 、決裁漏れ等 が多 く 見られた。  

  （２）時間外 等 勤務 命令簿につい て は特になし。  

 

  ５ 財産管理について  

  （１）備品目録表 と備品台帳への記 載 漏れ 、登載漏れ、返納 処理において、教育 総務

課長の受領印漏れ 、担 当課の交付者印 漏 れ が見られた。さ らに、廃棄処分の際の

備品台帳と備品目 録 の処理件数に違い （ 誤り）が見られた 。  

 

 

■上水道課 

  〇期日 平成３１年１月２２日（火）から２４日（木） 

〇検証分析 

１ 委託契約、工事請負契約について  

（１）荒巻橋送水管 支持金具設計業務 委 託において、随意契 約の根拠法が「地方 公営

企業法施行令第２ １ 条の１４第１項第 ２ 号」となっているが「 第１号」に修正さ

れたい。※第２号は性質・目的による随契、第１号は上限金額内の随契  

（２）給水 装置関連 工事に係る 事務処理 において、 不適切な 修正処理（ 修正テー プ 、

砂消し、鉛筆書きな ど）が見られた 。必 ず 、訂正印による見え 消し処理を行うよ

う心掛けられたい 。  

 

２ 服務について 

（１）出張命令書 に おいて適切でない 行 程記載が見られた 。  

（２）時間外等 勤務 手当支給において、「 端数調整誤りによ る 過支出」「集計 ミスに よ

る過支出」「転記確認 欄への記載誤りに よ る過支出」などが 見 られた。今後は適

切な事務処理に心 掛 け られたい。この他に も個人別調書の決 裁 日 漏れ、勤務 日の

曜日間違いが数件 見 られた。  

 

  ３ 財務管理について 

（１）公用車使 用簿に おいて走行距離の 誤 り、管理責任者 の決裁 漏れ、不適切な 訂正

処理などが多数見 ら れた 。  
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■下水道課 

  〇期日 平成３１年１月２５日（金）から２９日（火） 

 〇検証分析 

１ 補助金支出について 

（１）浄化 槽設置整 備事業補助 金の事務 処理におい て、交付 申請書添付 書類のう ち 、

「その他市長が必 要 と認める書類等」の 作 成において、不適切 な 修正処理が 見ら

れた。訂正印によ る 見え消し処理を徹 底 されたい。  

   

  ２ 財務管理について 

（１）公用車使用 簿 において不適切な 修 正処理（修正テー プ ） が見られた。  

 

３ 服務について 

  （１）時間外 等 勤務命令簿におい て 不適切な修正処理 、 曜日の誤りが見ら れ た 。  

 

 

 

■市民課 

  〇期日 平成３１年１月３０日（水）から３１日（木） 

 

 〇検証分析 

  １ 収入事務について  

（１）監査資料とし て提出された「手数 料一覧」のなかに、本 年度から事業開始 し た

コンビニエ ンスス ト ア交付の件 数と手 数 料総額が漏 れ てい た 。別途作成 を依頼、

その後提出を確認 し た。  

  

２ 財務管理について  

  （１ ）戸籍証明 請求書の様式に「窓 口に来た方」欄に㊞ があるが、押 印があ るもの・

ないものが多数混 在 している。この他に、受付、発行、交付欄が 未記入になって

いるもの、委任欄へ の記載漏れ などが 見 られた。また、住民票 申請において、生

年月日の漏れが多 数 見られたが、原課から は「参考程度の取り扱 いなので記載が

なくても構わない 」 という回答があっ て いる。様式の見直 し が必要である。  

                                  事務改善 
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３ 支出事務について 

（１）複写機の消耗 品供給において、契 約の内容が保守管 理 の内容になってい る 。実

際はパフォーマン ス 契約を目的に、消耗品 費として予算化さ れ ているため整合性

がとれていない。同じ ような案件が他に も 見られることから 全 庁 的な問題として

位置づけ、契約管 財 課の統一様式によ る 事務処理を周知さ れ たい。  

 

４ 服務について 

  （１）時間外等勤 務命令簿 作成にお い て、支給割合の取り 違いにより、支払い に不足

が生じた。そのほ か に服務届への転記 確 認欄のチェック 漏 れ などが見られた。  

  （２）出張命 令 簿において不適切 な 修正処理が見られ た 。  

 

  ５ 財産管理について  

  （１）備品目 録 表から削除されて い ないものが１件見 ら れた 。  

 

 

■教育総務課 
 〇期日 平成３１年２月４日（月）から７日（木）  

〇検証分析 

  １ 収入事務について  

（ １ ） 税 外 収 納 簿 （ 様 式 ） の す み や か な 見 直 し 、 管 理 を お 願 い し た い 。 平 成 ２ ８年     

５月２５日付人会 第 ３３号通知の様式 第 １号に改められた い 。     確認済   

税外収納簿の必要性  

 歳入調定は、歳入予算の科目（以下「歳入科目」という。）ごとに調定決議書により決議しなけれ  

ばならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に二人以上の納入義務者に係る  

調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することが  

できる。  ※本市の会計規則では第 11 条関係を示す。税外収納簿の件は記載なし。  

 

（２）現金 領収帳の うち 学校施 設使用関 係において 「使用済 検印（課長 ）漏れ」「 領

収日付の記載誤り」「 現金払込書受取り 忘 れ」が見られた。  

  

２ 支出事務について 

（１）予算執行伺作 成の過程において、「 見積書の会社印漏 れ 、宛名間違い」「複写 機

料金内訳書の表記 誤 り」「不明瞭な決裁 印 （学校長）」などが 数 多く見られた 。  

（２）印刷製本発注 において、市内業者 に 受注されていな い ものがあった。契約 の原

則（競争性・価 格性）からは正当である が 、金額的にも市内印 刷業者間での入札

が好ましかったと 考 える。  
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３ 委託契約について 

  （１）業務 委託 契約書のなかに、「再 委託禁止」の条項 が 漏れ ているもの、点 検業務

報告書、学校ごとの 終了報告書（業者の 点検 記録簿）、しゅ ん 工写真、仕様書が

添付されていない も のが多く見られた。ま た、終了報告書は教育 委員会に備え付

けてある様式を使 用 されたい。  

 

（２）印紙の貼付に ついては、教育委員 会だけではなく、全 庁的に曖昧な取り 扱 いに

なっている ため、 現 在、「印紙 貼付の基 本 的な統一見 解」を 関 係各課と協 議・検

討中であり、今回 の 定期監査では指摘 し ないこととした。  

 

印紙法  契約の相手方に印紙を貼る（印紙税を納める）義務があるので、印紙を貼付していな

いということは印紙税を納付していないということになる。印紙が貼付されていなくても、契

約はあくまでお互いの意思表示で効力が生じることから、無効にはならないものの、市は市民

（法人を含む）に適正な納税をお願いする立場にあるので、国税とはいえども印紙税を納付し

ていない契約書を受け取ることは慎まなければならないと考える。  

 

収入印紙が必要なケースと不必要なケースがあるが、今回の案件は収入印紙が必要な場合であ

り、故意ではないと思われるが、失念して貼付を忘れてしまったケースである。収入印紙が貼

付されていない契約書が発見された場合、３倍の過怠金が課せられるとあり、支払いは終了し

ているものの、相手方（いずれも業務委託契約）に貼付するように指導する。  

 

 

 ４ 服務について 

  （１）時間外 等 勤務命令簿 の転記 確 認欄へのチェック 漏 れが見られた。  

 

  ５ 財産管理について  

  （１）備品目 録 表と備品台帳に不 突 合 が見られた。  

 

  ６ 財務管理について 

（１）公用車使用簿に おいて走行距離の 誤 り、管理責任者の決裁 漏れなどが見られ た。      
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 ■学校教育課 

 〇期日 平成３１年２月８日（金）から１４日（木） 

〇検証分析   

１ 支出事務について 

（１）執行見込額が ３万円を超えるも の で、見積書 １者徴取 が数件あり、そのた めの

明確な理由が必要 と なる。人吉市契約 規 則第２２条第１項 の 確認をされたい。  

  

（２）この 他にも執 行見込額の 根拠とな る資料未添 付、根拠 が不明確、 綴じ間違 い 、

日付の取り違い及 び 記入漏れなどが多 く 見られた。特に学校か ら提出される書類

等の事前確認を徹 底 されたい。  

 

（３）予算執行伺い の決裁区分のうち、使用料及び賃借料 は 、事務決裁規程第１ １条

（補助執行）第３項 第 ３号では、学校長が 決 裁出来るのは１万 円 以下となってい

る。４件の１万円以 上 の使用料及び賃借 料 の決裁区分が誤っ て いるため、学校長

決裁から学校教育 課 長決裁に改められ た い。  

 

２ 委託契約について 

（１）命の授業業務 委 託契約過程におい て、人吉市契約規則第 ６ 条第１項第３号を適

用し契約保証金の 免 除を行っている。契約 履行が確実に実行 さ れる旨を規定した

同規則第６条第１ 項 第６号に変更され た い。  

 

（ ２ ） 印 紙 の 貼 付 に つ い て は 、 教 育 委 員 会 だ け で は な く 、 全 庁 的 に 曖 昧 な 取 り 扱 い  

になっているため 、現在、「印紙貼付 の 基本的な統一見解 」を関係各課と協 議・

検討中であり、今 回 の定期監査では指 摘 しないこととした 。  

収入印紙が必要なケースと不必要なケースがあるが、今回の案件は収入印紙が必要な場合で、故意

ではないと思われるが、失念して貼付を忘れてしまったケースである。収入印紙が貼付されていな

い契約書が発見された場合、３倍の過怠金が課せられるとあり、支払いは終了しているものの、「相

手方（いずれも業務委託契約）に貼付するように指導する  

 

 

（３）貸切バス業者 選 定に伴う賃貸借契 約 については、ガイド ラ インの策定によ り事

務 手 続 き の 精 度 は 高 ま っ た が 、 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 に 至 っ た 初 期 の 目 的 で も あ る

「価格比較 によら な い業者選定 」「安全 性 を重 視した 業者選 定 」まではい ってい

ないのが現状であ り 、今後の課題でもあ る。この他に、見積 提 出依頼 通知書の未

添付、仕様書の未 添 付、見積書の日付 漏 れなどが多く見ら れ た 。  
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 ３ 服務について 

  （１）出張命令書 、依頼書、復命書にお いて、支出科目の記 載誤り、命令年月日 の記

入漏れ、協議資料 の 未添付など が見ら れ た。  

  （２）時間外 等 勤務命令簿 の転記 確 認欄へのチェック 漏 れ が見られた。  

 

 

■学校給食センター 

 〇期日 平成３１年２月８日（金）から１４日（木） 

〇検証分析   

１ 委託契約について 

（ １ ） 印 紙 の 貼 付 に つ い て は 、 教 育 委 員 会 だ け で は な く 、 全 庁 的 に 曖 昧 な 取 り 扱 い  

になっているため 、 現在、「印紙貼付の 基 本的な統一見解」 を 関係各課と協議・

検討中であり、今 回 の定期監査では指 摘 しないこととした 。  

 

収入印紙が必要なケースと不必要なケースがあるが、今回の案件は収入印紙が必要な場合で、故意

ではないと思われるが、失念して貼付を忘れてしまったケースである。収入印紙が貼付されていな

い契約書が発見された場合、３倍の過怠金が課せられるとあり、支払いは終了しているものの、「相

手方（いずれも業務委託契約）に貼付するように指導する  

  

 

２ 業務処理について 

（１）調理点検表及 び調理記録簿にお い て、所長印の 漏れ、記載事項漏れなど 数 多く

見られた。事 故等が 起きたとき提出を 求 められることもあ る ため、取り扱 いには

慎重を期されたい。また、異物混入及び アレルギー除去食 に ついては、対策マニ

ュアルを策定済み で あり、マニュアルに沿 った対応を心掛け ら れるようお願いし

たい。         

 

３ 財産管理について 

（１）備品目録表 に おいて、「表記記載 誤 り」「記載漏れ 」「数 量誤り」「日付誤り 」備

品台帳への金額記 載 誤りが多く見られ た 。 
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■図書館 

 〇期日 平成３１年２月２２日（金）から２５日（月）  

〇検証分析   

 １ 収入事務について 

（１）調定 書のうち 細々節の記 入誤り、 現金領収帳 のうち氏 名誤り、課 長の印漏 れ 、

分任出納員の印漏 れ などが見られた。な お、コピー使用料に ついては、その料金

設定（１枚２０円）に 根拠がないことか ら 、昨年からの申し送 り事項となって い

る。※現在、代表監 査 委員の方 で基本的 な 考え方、今後の対応 について協議・調

整中であり、その 結 果については教育 部 長と協議のうえ報 告 する。  

 

  ２ 業務処理について  

  （１）貸出文庫利 用申請書、図書館資 料事故届、弁償処理 伺い、夏休みおはな し会申

請書の業務処理に お いて、必要事項の記載 漏れ 、館長押印漏れな どが多く見られ

た。  

 

 ３ 服務について 

  （１）時間外 等 勤務命令簿 の振替 摘 要欄へのチェック 漏 れ が見られた。  

 

  ４ 財務管理について 

（１）移動図書 館業務 日報、公用車使 用簿に おいて走行距離記 入 漏れ、管理責任 者の

決裁漏れなどが見 ら れた。  

 

■歴史文化課 

 〇期日 平成３１年２月２６日（火）から２７日（水） 

〇検証分析 

  １ 収入事務について  

（１）行政財産使用 許 可申請において、各 々 誓約書内容の日付 と 使用期間更新許可書

の日付が違ってい た 。また、その他の雑 収 入の調定事務にお い て、根拠のない日

付で調定が行われ て いるケースが多く 見 られた。特に、ひとよ し歴史研究図書販

売に伴う調定に際 し 、不適切な調定処 理 が見られるため、 是 正を求める。  

    平成２５年３月発行の人吉市会計事務ハンドブックのよくある質問（歳入）において、歳入調定

に際し、「国県補助金及び交付金は交付決定日」「寄附金、謝礼金などの入金があってはじめてわか

るものは入金の日」「出納員が領収したものは領収した日」となっている。調定の根拠となる日付

があるので留意されたい。    
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報償費の根拠については、それぞれの自治体において「報償費の支出基準」を作ることが最も適切

な方策である。本市は、その都度、甲決裁により報償費の額を決定しているが、額の積算根拠は明

確になっておらず、慣例的な決め方がほとんどである。教育委員会においては、報償費支出が多い

部署でもあり、社会教育課あたりが中心となり『謝金基準単価表』なるものを策定されたい。  

 

 

（２）入館料免除申 請 書が未提出のまま 免 除されているので、人 吉城歴史館条例施行

規則を確認され、 速 やかに対処された い 。※後日提出され た 。  

 

２ 支出事務について   

（１）報償費の支払 い については額の根 拠 とな るもの（例えば 防 災安全課が出初式に

おいて支出 する入 賞 分団への報 償費の 額 を決定した 原義「 甲 決裁文書 」）を予算

執行伺いに添付さ れ たい。その際、報 償 費の額の根拠を明 確 にすること。  

    

 

  

 

   

 

（２）人吉球磨総 合美 展の準備・片付け 業務 に関し、シルバー 人材 センター１者から  

の 見 積 に よ り 随 意 契約 を お こ な っ て い るが 、 随 意 契 約 の 根 拠法 に は 問 題 は ない

も の の 、 見 積 書 の 積算 根 拠 を 明 確 に す る必 要 が あ る 。 ま た 、業 務 内 容 を 確 認で

き る 仕 様 書 の 添 付 、併 せ て 、 予 算 執 行 伺い に 記 載 す る 見 積 徴取 １ 者 の 理 由 につ

いても“明確な理 由 ”を記載されたい 。  

    

 見積書徴取１者の理由（参考例）  

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、臨時的・短期的または軽易な業務を、請負、

委任の形式で行う公益法人シルバー人材センターに対し、同業務（人吉球磨総合美展の準備・片

付け）を発注することは、法の趣旨に基づくものである。よって、同社からのみ見積書を徴取す

るものである。  

  

（３）公用車使用 簿 において走行距離 の 誤り、所要時間未 記 載、日付 漏れなど が 数

多く見られた。   

 

 

３ 服務について 

（１）出張命令書に おいて、出張命令書 の重複作成、通知文 書の未添付などが 多 く 見

られた。  

（２）時間外等勤務 命 令簿において、転 記確認欄のチェッ ク 漏れ、命令時間の記 入誤

りなどが見られた 。  

 

 

４ 委託、工事請負契約について  

（１）業務委託契約 において、再委託禁 止条項の漏れ 、予算 執行伺い作成にお い て様

式の取り違い、決裁 区分の誤り、字句の 取り違い、変更契約 書への印紙未貼付 な

どが見られた。  
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■契約管財課 

 〇期日 平成３１年３月１日（金）から６日（水） 

〇検証分析 

  １ 収入事務について  

（１）行政財 産使用 料の調定に際し 、納 入日の考え方を確 認 されたい。平成 ２９ 年３  

月 ２ ７ 日 付 人 総 契 第 ６ ０ ８ 号 契 約 管 財 課 長 通 知 に よ る と 、 納 入 日 は 調 定 の 日 か

ら起算して３０日 以 内となる日を納入 期 限となる。また、年度 途中において許可

した場合は、許可日か ら１５日以内を納 期 限としなければな ら いないが、その期

日を超えている。  

その他調定書への 納 入期限記入漏れ、自販 機販売手数料の日 付 漏れ、不適切な調

定期日、納期限を過ぎ ての使用料納入な ど が見られた 。昨年に引 き続きの指摘で

あるため、至急 、課内 において改善に努 め られたい。         要改善  

  

２ 支出事務について 

（１）予算執行伺作 成 の過程において、課 長 印漏れ 、不適切な修 正 、決裁区分の誤り、

また、執行見込額が ３ 万円を超えるもの で、二人以上から見積 書 が徴取されてい

なかった。併せて、見 積 １者徴取の理由 が 不明なものが見ら れ た。人吉市契約規

則第２２条第１項 の 確認を行い、的確 な 理由を明記された い 。  

 

３ 委託契約について 

（１）庁舎関係の業 務 委託契約（例：消防 設 備点検業務委託な ど）伺いにおいて、「再

委託の禁止条項」を 追加するよう、契約 相手方にもその旨 伝 えられたい。今月中

に代表監査委員通 知 を行い、この旨を 徹 底させることとし た 。  

  

（２）複写機の消耗 品供給において、契 約の内容が保守管 理 の内容になってい る 。実

際はパフォーマン ス 契約を目的に、消耗品 費として予算化さ れ ているため整合性

がとれていない。契約 管財課の統一様式 に よる 適切な事務処 理 を心掛け られたい。 

 

（３）この他 にも印 紙未貼付、日 付誤り 及び未記入、印鑑漏 れ 、決裁区分 誤り、不 適

切な見積書の使用、正規ではない様式 使 用、字句の誤り、設 計 書における使用単

価の根拠、開札調書 に おける不適切な表 記 など が多く見られ た。契約事務を司る

中心的な部署であ る ことを鑑み、所属職員 の一層のスキルア ッ プに努められたい。 
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❶予算執行伺いの様式に旧様式が用いられている。  

❷保守委託につては予算執行伺いに保守内容のわかる仕様書を添付されたい。  

❸予算執行伺いの予算配置等において、委託料、使用料及び賃借料など説明欄に記入不要のこと。  

❹随意契約伺い、契約伺い添付の随意契約通知書（案）、契約書（案）に日付が記入されているもの

がいくつか見られた。  

❺契約名が、予算執行伺、随意契約伺、契約伺、契約書、終了報告書で一貫性を欠いているものが見

られた。  

❻委託契約において、契約当事者の呼び方が委託者、受託者となっているが、使用料及び賃借料にお

いても委託者、受託者の呼び方が使われているものもあり検討を要する。また、関連で附帯する覚

書では甲乙表記になっており整合性を欠いている。  

❼契約条項に定められた「日程表」や「責任者届」を添付のこと。  

❽ＬＧＷＡＮ接続ルータレンタルに関しては、契約期間が５年間であるので長期継続契約の手続きが

必要である。  

❾庁内ネットワーク運用支援委託契約において、第１３条で再委託を許可しているが再委託は原則禁

止であるので、原則禁止としながらも但し書きで許可できるよう条文を検討されたい。  

 

 

（ ４ ） 基 幹 系 及 び 情 報 系 シ ス テ ム 関 連 業 務 に つ い て は 、 ４ 月 に 指 摘 事 項 の ほ と ん ど

（契約関係）が集中 す ることを踏まえ、平 成 ３１年３月６日に 代 表監査委員 から

担当者に対し、昨年 指 摘された下記の項 目 について事前講評 を 行った。定期監査

においては、指摘 項 目はほとんど改善 さ れていることを確 認 した。  

  

※昨年指摘事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ４ 服務について 

（１）出張命令簿 に おいて復命書 の作 成 漏れが見られた。 

 

 ５ 業務処理について 

（ １ ） 現 金 領 収 帳 に お い て 納 入 日 の 遅 れ 、 市 金 庫 の 領 収 印 漏 れ 、 領 収 印 誤 り 、 ま た  

プ ラ ネ タ リ ウ ム 観 覧 減 免 申 請 及 び 減 免 許 可 に お い て 、 決 裁 区 分 の 誤 り が 見 られ

た。  

 

 

■市庁舎建設推進室 

 〇期日 平成３１年３月７日（木） 

〇検証分析  特に な し  
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上位法：道路法 

■建設部 

 〇期日 平成３１年４月４日（木）～４月２６日（金）   

〇検証分析 

１ 収入事務について 

（１）道路占用料の 調定に際し調定年 月 日の記載誤り、決裁 年月 日の記載漏れ、決裁

印の訂正漏れ、不適 切な占用期間設定 な どが見られた 。また 、税外収納簿におい

て納期限内に納入 が されなかったもの が １０件見られた。これ は明らかに市道占

用料徴収条例違反 で あることから、条例に 沿った適切な債権 管 理をお願いしたい。 

     また、税外 収納簿が全てパソ コ ン処理されてある。パ ソコン入力が出来 る のは

４月１日の調定分 ま でで、以降は手書きで 処理していかなけ れ ばならない。さら

には、道路占用に係る 更新分の処理にお い て、不適正な申請者修 正が多く 見られ、

適切な処理方法に 是 正されたい。そ の他に も鉛筆書き、占 用開始 の日付漏れ、受

付印の日付の取り 違 いなど、ケアレス ミ スが多く見られた 。  

 

要点（条例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要課題 

    担当者に 直 接、指導を行った。平 等性の観点から 早 急 に確認作業を行わ れ たい。  

 

 

（ ２ ） 市 営 住 宅 家 賃 の 現 金 収 納 は 、 人 吉 市 出 納 員 現 金 収 納 に 関 す る 特 例 規 程 第 ５条  

によると必ず即日、ま たは即日が指定金 融 機関の休日に該当 す るときは翌週の直

後の休みでない日 に 払い込まなければ な らないとあるが、適正 ではない納入処理

が１件見られ、今 後 適正な事務処理を 心 掛けられたい。  

 

 

 

〇市道占用料徴収条例第４条 継続分は４月３０日まで、新規分は許可日から

１５日以内に納付しなければならい。道路法第３９条 

〇市道占用料徴収条例８条 納期限内に納めない者に対し、督促状１通につ

き、１００円の督促手数料を徴収する。➡未遵守 道路法第７３条 

〇市道占用料徴収条例第９条 延滞金は納期限の翌日から納入の日までの日数

に応じ、年１４.６％を乗じた額を徴収する。 
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（３）行政財産使用 料 の 納期限到達後の 納 入処理が６件、都市 公 園使許可書の日付漏

れ、納入通知書兼領 収 書の出納員印鑑漏 れ、決裁年月日誤りな ど が多く 見られた。 

また、現行の人吉 市都 市公園条例施行規 則 第２条第１項に「 行為 の許可を受け

ようとする者は、使用 日の２月前から３ 日 前までに、公園使 用許 可申請書を市長

に提 出し なけ れば な らな い。」 と 規定 され てい るに も関 わら ず 、遵 守さ れて いな

いケースが多く見 ら れた。今後、実態 に 沿った規則の変更 を 検討されたい。  

 

（４）この他に、 決 裁漏れ、調定年月 日 の誤り、納期限を 過 ぎての納入（団地 浄 化

槽維持実費弁償金 ） などが見られた。  

 

２ 支出事務について 

（１）予算執行伺 と 見積書の日付の相 違 、原本証明がない も のなどが見られた 。  

また、住宅家賃口 座振 替手数料の支払い ミ スが生じており、関係 者への注意喚

起を行った。なお 、 事務処理ミスとし て は扱っていない。  

（２）公用車使用 簿 において走行距離 の 記載誤り、走行距 離 の転記誤り、走行 時 間

の記載漏れ、訂正 印 漏れなどが多く見 ら れた。  

 

３ 契約事務について 

（１）備え付けの工 事・委託台帳に従い 、契約書一件ごとに 審 査を行った結果、昨 年

の指摘事項への対 応 は概ね改善されて い た。ただし、設計伺い において、起案 日、

工期記入において、鉛筆書きのものが（ 職員ごと）多く見ら れた。公文書であ る

ことに鑑み、決裁 ラ インにある上司が し っかり確認するよ う 心掛けられたい。  

 

４ 服務について 

（１）出張命令書に おいて出張命令日 の 未記入など、押印漏 れ、鉛筆書きによる 不適

切処理が多く見ら れ た。 

 

（２）時間 外等勤務 命令簿にお いて、誤 った端数処 理（目に よる）が行 われてお り 、

追給（1 件 ）と返納（ ５件）が生じ ている 。人件費に係 ること であり、細心 の注

意を払い、事務処 理 に心掛けられたい 。  

 

５ 財産管理について 

（１）新庁舎移転を 視野に入れ、備品台 帳の確実な整理は 言 う までもなく、使用 頻度

の少ない備品、老 朽 化している備品等 の 状況把握に努めら れ たい。  
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■農業振興課 

 〇期日 令和元年５月７日（火）～８日（水） 

〇検証分析 

  １ 収入事務について  

（１）市民農園貸付 収入の納入遅延が ３ 件見られた 。また、農 村公園使用料（田野 地

区農村公園使用料 ） において税外収納 簿 の作成がなされて い なかった。  

 

２ 支出について 

（１）報償費支出（ 子 牛品評会出陳）にお いて、根拠となる交 付伺いの原議書の 決 裁

日と予算執行伺い の 起案日が違ってい る。あらかじめ予算措 置 されている経費の

執行については、 改 めて伺いをたてる 必 要はないので、そ の 旨 承知されたい。  

 

（２）人吉市梅園 崩 土応急措置用でブ ル ーシートが購入さ れ ている。災害復旧 に 伴

う応急措置のため の 購入であり、見積 書 １者徴取の根拠「 人 吉市契約規則第２

２条第１項第４号 に よる」の記載が必 要 となる。  

 

３ 任意団体補助について  

  （１）人吉市 補 助金交付規則第５ 条 ただし書き適用（ 交 付）  

  平 成 ２ ９ 年 度 及 び 平 成 ３ ０ 年 度 の 補 助 指 令 書 の う ち 、 第 ５ 条 た だ し 書 適 用 が なさ

れ て い な い も の が 多 く 見 ら れ た 。 平 成 ２ ９ 年 度 に つ い て は 定 期 監 査 が 終 了 し て お

り 是 正 を 求 め な い が 、 平 成 ３ ０ 年 度 に つ い て は 補 助 指 令 書 の 差 し 替 え を お 願 い し

たい。  

    ➡平成３０年度市補助金・交付金等に関する調書のうち  

    ❶人吉市農業活性化対策事業補助金         ２２件  

    ❷農業制度資金利子補給金補助金           ２件  

    ❸人吉市環境保全型農業総合推進事業補助金      １件  

    ❹人吉市ブランド化実行委員会補助金         １件  

    ❺人吉市グリーンツーリズム推進協議会補助金     １件  

    ❻ひとよし産業祭実行委員会補助金          １件    

〇人吉市補助金交付規則  

(交付 ) 

第5条  補助金は、第 3条の規定により決定した額を、補助事業等の終了後 (補助事業等が数

年度にわたり継続して行われている場合は、各年度毎の補助事業等が終了した後 )に交付

するものとする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前に交付することが適

当と認めるときは、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。  
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2 補助金は、前年度の補助金実績報告書を提出していない団体において、特別の理由が

ない限り、これを交付しないものとする。  

3 第1項の補助金 の交 付を請求しようと する 者は、請求書に補 助指 令書の写しを添えて

請求しなければならない。 (平14規則13・一部改正 ) 

 

 

（２）複数年度の 割 賦払いの取扱い  

事例  平成２９年 度 人吉市農業活性化 対 策事業補助金交付 要 項に伴う支出  

 

❶ 手 順 １  個 人 か ら 補 助 金 交 付 申 請 書 が 提 出 さ れ る 。 内 容 は ５ ０ 万 円 の 農 業 機 械  

の購入、資金 計画は 市補助金が３分の １ 、残りが自己 負担、事 業は年度

内完了を目ざす。                補助金交付申請書受理  

 

❷手順２  機械納 入 が完了し、諸 手続き に沿って、市 の補助 金を個人へ支出 、そ の   

後自己負担の資金 繰 りが不可能となり、市 補助金を除く３分 の ２を後年

度負担とし、２年間 の 割賦払いとする。   補助金交付申請の変更はなし  

 

❸ 手 順 ３  出 納 閉 鎖 期 間 中 に 補 助 金 実 績 報 告 書 が 提 出 さ れ る 。 市 補 助 金 ３ 分 の １  

の交付に関しては 実 績報告書の効力は あ るが、未払いとなっ て いる自己

負担分３分の２に 関 しては事業終了し た とは言えない。  

補助金実績報告書受理  

 

 

 

協議１  現行の補助金交付要項では、年度を超え支出することは出来ない。  

協議２  市補助金を頭金とし、残金を割賦払いにすることで、事業が完了したことにはならない。  

協議３  資金繰りが出来なくなった時点で、補助金交付申請書を却下すべきであった。  

 

 

 

 

見直し１  補助金 交 付規則のうち、第４条（実績報告）にある「 その他市長が必要    

と認める書 類」を 提 出させる。 内容は 、 市の補助金 を頭金 と し、残金を

割賦払いにするこ と を認め、事業が完 了 したことを承認す る 内容（△ ）  

見直し２  債務負 担 行為を設定し、複 数 年度の支払いを可 能 とする。（×）  

見直し３  資金繰 り が出来なくなった 時 点で、補助金 交付申請 書を却下する。（〇 ） 
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■農林整備課 

 〇期日 令和元年５月９日（木）～１０日（金）  

〇検証分析 

１ 収入事務について 

（１）農林 道占用料 の事務処理 過程にお いて、調定 書の起案 日誤り、電 話柱（支 線 ）

の占用料算出にお い て、誤った試算によ り 過不足を生じさせ た。担当者を含む関

係者の法令 順守徹 底 （「市道占 用料徴収 条 例第２条第 ２項第 ３ 号」を適用 ）に努

められたい。                ※人吉市農林道管理条例第６条  

 

（２）市道占用料徴 収条例第４条（占用 料の納付）において 、占用料の納期限は 年 度

開始時は許可日か ら ３０日以内、年度中途 の場合は許可日か ら １５日以内となっ

ているが、税外収納 簿 において誤った表 示 になっている。昨年 に 引き続きの指摘

であることから早 急 な見直しが必要で あ る。担当者を含む関係 者の法令順守徹底

（「市道占用料徴収 条 例第４条」を適用 ） に努められたい。  

   

 

２ 任意補助金について 

（１）人吉市有害獣 被害対策協議会補 助 金の補助指令書の う ち、交付に関して、第 ５

条ただし書き適用 が 使われていなかっ た 。  

(交付 ) 

第５条  補助金は、第３条の規定により決定した額を、補助事業等の終了後 (補助事業等が数年

度にわたり継続して行われている場合は、各年度毎の補助事業等が終了した後 )に交付するもの

とする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるとき

は、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。  

 

 

３ 契約事務について 

（１）市有林整備事 業 関連の業務委託事 務 処理において、見積 徴 取１者理由の取り違

い、準拠法令の取 り 違い、日付未記入 な ど軽微な間違いが 多 く見られた。  

 

（２）工事請負契 約 関係において、記 載 漏れ、日付の漏れ な どが見られた 。  
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■商工振興課 

 〇期日 令和元年５月１３日（月）～１４日（火）  

〇検証分析 

１ 収入事務について 

（１）行政財産使用料 の 納期限到達後の 納 入処理が３件あっ た。納期限の設定につ い

ては、「平成２９年 ３ 月２７日付契約管 財 課長通知」により 設 定されたい。  

参考資料  

 

〇人吉市行政財産条例から  (使用料の納付) 

第６条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由に 

より使用できないときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。 

 

 

 人吉市行政財産使用料条例第６条第１項のただし書き「市長が特に認めるとき」を適

用し後納とする場合は、納入期限についても記載して決裁を受けること。 

他法令等で特に定めがないものについては、使用料の通知日（調定日）から起算して

３０日以内となる日を納入期限とする事が望ましい。 

      政府契約の支払遅延防止等に関する法律  

      第六条『支払請求を受けた日から･･･３０日以内の日としなければならない。』 

規定は支払う場合の規定であるが、これを使用料徴収にも準用するもの。 

 

 

２ 契約事務について 

（１）定例の業務 委 託契約関係におい て 、 予定価格の未記 入 が 見られた。契約 事 務

に関しては、一連 の 流れのなかで、最 終 確認を行われるよ う 心掛けられたい。  

 

３ 財務管理について 

（１）公用車使用 簿 において走行距離 の 記載誤り、走行距 離 の転記誤り、走行 時 間

の記載漏れ、訂正 印 漏れが多く見られ た 。  

 

４ 服務について 

（１）出張 命令書に おいて、記 入不足（ 用務、送迎 者の氏名 など）、通 知文書写 し の

未添付、復命書に記 載されてある日付 の 違いなどが見られ た 。今後、安易な事務

処理にならないよ う に心掛けられたい 。 
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５ 任意団体補助について  

（１）人吉 球磨能力 開発センタ ー補助金 外２件の補 助指令書 において、 交付に関 し 、

第５条ただし書き 適 用が使われていな か った。  

(交付 ) 

第５条  補助金は、第３条の規定により決定した額を、補助事業等の終了後 (補助事業等が数年

度にわたり継続して行われている場合は、各年度毎の補助事業等が終了した後 )に交付するもの

とする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるとき

は、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。  

 

 

６ 財産管理について 

  （１）備品目 録 表に未登載の備品 ２ 件（平成３０年度 新 規購入分） が見ら れ た。  

    ⓵電話機（パナソニック）１台  ⓶掃除機（パナソニック）１台  

 

■観光振興課 

 〇期日 令和元年５月２２日（水）～２４日（金）  

〇検証分析 

  １ 収入事務について  

（１）行政財産使用 料の納期の設定に つ いてほぼ改善、決裁 区分も「甲」決裁へ ほ ぼ

改善されていた。  

 

（２）行政財産使用 料（嵯峨里観音駐車 場用地）の算定にお いて、平成 ２９年度 指 摘

事項でもあった端 数 調整については適 切 に処理されていた が、切り捨て処理に誤

りがあり、その関係 で 減免額を少なく算 出 していた。今回は実 際 に使用料を課す

ものではなかった が 、今後算出の際は 注 意するよう担当者 へ 指導した。  

      計算式：土地評価額 4/100×÷面積＝１㎡あたりの行政財産使用料  

           １㎡あたりの行政財産使用料×使用面積×100/108（消費税） 

 

（３）行政財産使用 料 の調定に際し、根拠 資 料の日付漏れによ る 不確定な調定決裁 の

日付、間違った納入 義務者名称、税外 収 納簿への記載漏れ、不適切な納期限設 定

及び未記載が数多 く 見られた。※庶務担当者へ適切な事務処理を指導した。  

 

（ ４ ） 有 料 公 園 使 用 料 （ 石 野 公 園 関 連 ） に お い て 不 適 切 な 調 定 起 案 、 更 に は く まリ    

バの温泉使用料に お いて調定金額と異 な る売り上げレシー ト の添付があった。  
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仕様書ひな形   
（１）業務委託名  （２）委託場所  （３）委託期間  （４）業務内容  
（５）作業結果報告（６）その他    ※添付されているものもあった。  

 

 

 

調査したところ、売上 レシートにタオル 売 上代金が入ってい る ことが判明。温泉

使用料金のうちタ オ ル代金が区分でき る ような事務処理を 指 導し た。また、前日

売上代金の即日入 金 がなされていない も のが数件見られた こ とから、即日入金の

徹底を併せて指導 し た。  

 

 ２ 契約事務について 

（１）人吉市花火大 会 業務委託外５件に つ いては、設計書を補 足 するための仕様書添

付を始め、ほぼ改善 さ れていたものの、設 計 書積上げの根拠と な った単価の説明

については不十分 で あった。※観光案内所業務委託の根拠資料を参考にする  

 

                                                

 

 

 

（２）石野公園の業 務 委託契約（⓵売店販 売 及び園内清掃業務 委 託  ⓶機械警備業務

委託）に設計書を 補 足する仕様書が添 付 されていなかった 。  

 

 

 

昨年指摘した「契約 保証金免除」につい ては、契約書に規定 されている ことを

確認した。自家用 電気 工作物の保安管理 業 務委託契約書につ い ては 、九州電気保

安協会所定の様式 で あるため、２１特 約事 項の項目欄に「保 証金 の免除について 」

の記載されるよう 、 協会へ伝えられた い 。※手書きでも構わない。  

  

  （３）まち・ひと・しごと総合交流館（旧国民宿舎）関連 については、シルバ ー人材

センターが受注（随意 契約）した草刈 業務委 託に際し、契約 規則第 ２４条に基づ

く随意契約参加申 請 書の未添付、管理職の 不鮮明な印鑑押印、統 一されていない

印鑑（部次長）の使用 、開札調書における 適 切でない役職名（係 長 ではなく主幹）

表記、竣工写真未 添 付などが見られた 。  

 

（４）交流 館施設備 品購入に際 し、契約 伺い作成過 程におい て、「地方 自治法施 行 令

第１６７条 第１項 第 ２号」表記 を「第 １ 号」 と誤記 、「人吉 市 契約規則第 ２２条

第１項第１号」の 記 入漏れが見られた 。  

 

 

★人吉市花火大会業務委託  

例：警備・防犯経費 ４５０ ,０００円と書いてあるが、  

一人当たり日当２ ,５００円×延べ１８０名＝４５０ ,０００円 
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  （５）人吉 梅まつ りシャトルバス運 行 業務委託について は、契約管財課による 統 一的

な 考 え 方 、 様 式 の 提示 が 示 さ れ た の で 、こ の こ と を 踏 ま え 事務 処 理 を 行 わ れた

い 。 更 に 安 易 に 随 意契 約 に 頼 る こ と な く見 積 合 わ せ な ど 、 可能 な 限 り 競 争 性が

担保されかつ平等 性 を損なうことない よ うな選定を行って 頂 きたい。  

 

（６）観光案内所施 設賃貸借契約に際 し 、ＪＲ九州との賃貸 借契約が複数年契 約（３

年間）となっている 。債務負担を設定す る か、単年度契約に変 更するか是正をお

願いする。 このほ か にも「決裁 ライン に おける 審議 員の印 漏 れ」「石野 公園売店

物品販売委託契約 書 の誤記（清算➡精 算）」などがあった。  

 

 

３ 支出事務について 

（１）からくり時計 修 繕予算執行伺い に「人吉市契約規則第 ２２条第１項第１ 号（見

積書徴取）」の表 記漏 れ、通訳コーディ ネ ーター謝礼額の根 拠 不明（原議書の未

添付）などがあった。また、日本遺産人吉球 磨エントランスセ ン ター展示用動画

使用料（契約額２ ７ 万円）については 、「 平成３１年３月２ ２ 日付け監査委員通

知」に伴い、今後 『 契約書』を添付さ れ たい。  

 

（２）公用車使用 簿 において、走行距 離 誤り、所要時間の 未 記載 が多く見られ た 。  

 

 

 

■高齢者支援課 

 〇期日 令和元年５月２７日（月）～５月２９日（水）   

〇検証分析 

１ 収入事務について 

（１）老人福祉施 設 入所者負担金（現 年 度分、扶養義務者 分 ）において、調定 年 月

日欄の未記入、不 適 切な納期限の設定 が 見られた。また、 同 負担金（滞納繰越

分）調定書が見当 た らなかった。                  一般会計  

 

（２）行政財産使 用 料の調定に際し、 不 適切な納期限の設 定 が 見られた。納期 限 の

設定については、「 平 成２９年３月２７ 日 付契約管財課長通 知 」により設定され

たい。また、生活 管 理指導短期宿泊事 業 徴収金関連で「税 外 収納簿」が見当た

らなかった。                          一般会計  

 



  平成３０年度 定期監査報告書 

 

人吉市監査委員 27 

 

（３）在宅医療・ 介 護連携推進事業費 町 村負担金の調定書 に おいて、調定日の 根 拠

を明確にする資料 （ 通知文書）が添付 さ れていなかった。       介護特会  

 

参考資料  

 

〇人吉市行政財産条例から  (使用料の納付) 

第６条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由に 

より使用できないときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。 

 

 

 人吉市行政財産使用料条例第６条第１項のただし書き「市長が特に認めるとき」を適

用し後納とする場合は、納入期限についても記載して決裁を受けること。 

他法令等で特に定めがないものについては、使用料の通知日（調定日）から起算して

３０日以内となる日を納入期限とする事が望ましい。 

      政府契約の支払遅延防止等に関する法律  

      第六条『支払請求を受けた日から･･･３０日以内の日としなければならない。』 

規定は支払う場合の規定であるが、これを使用料徴収にも準用するもの。 

 

 

２ 支出事務について 

（１）介護保険特別 会計の事務処理に お いて、「根拠のない 見 積書 １者徴取」「不 適 切

な修正（修正テープ使 用）」「整合性のない決 裁日と起案日」「謝礼 金 の根拠不明」

「見積書と予算執 行 伺いの記入間違い 」 などが数多く見ら れ た 。    介護特会  

 

３ 契約事務について 

  （１）前年 度指 摘事項は概ね見直 し されていた。一部 、「 契約保証金の条項 漏 れ（熊

本県医師会）」「 再委託 の禁止の条項漏れ（行 政システム関連）」、陶 芸窯使用契約

に際し、設計単価 の 根拠を具体的に示 す 必要がある。    一般会計  介護特会  

 

（２）生活管理指導 短 期宿泊事業業務委 託 において、予算執行 伺 いに添付された設計

書の単価（１日当たり ３ , ８１０円）の根拠 が不明であるため 根 拠となる資料（決

定に至った原議書 、 国の基準表）を添 付 されたい。       Ｈ２９要指摘  
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４ 服務について 

（１）時間 外等勤務 命令簿にお いて、誤 った端数処 理（目に よる）が行 われてお り 、

返納（１件 ）が生じて いる。人件費 に係る ことであり、細心 の 注意を払い、事務

処理に心掛けられ た い。                      一般会計  

 

 

■福祉課 

 〇期日 令和元年５月３０日（木）～６月４日（火）  

〇検証分析 

１ 収入事務について 

（１）児童福 祉施設 保護者負担金（滞納 分）について 、債権管 理の徹底（昨 年に 引 き

続き）をお願いした い。現在の保育料滞 納の債権管理は、エ クセル一覧表、個 人

ごとのエクセル整 理 簿、福祉総合システ ム（帳票打出はなし ）の３つの方法によ

ると聞いたが、課題 も多く訪問徴収、収 納指導などの際、相 手方に対し、どの よ

うな応対を行った か 、その記載等が滞り がちである。今後は 、他の自治体の状況

も調査しながら、業務 の連続性が担保さ れ るような確実な管 理 方法の構築に努め

られたい。                            要改善 

 

（ ２ ） 養 育 支 援 訪 問 事 業 手 数 料 （ 過 年 度 分 ： 平 成 ２ ４ 年 度 か ら 平 成 ２ ５ 年 度 ま で    

４ , ６９０ 円）の納 入 整理に際し 、有効 な 手段を講じ られる よ う昨年指摘 を行っ

たが、連絡がつかな い という理由で、平成 ３ ０年度で不納欠損 処 理が行われてい

る。不納欠損処理に 至 るまでの経過説明 が 明確になっていな い ことから、安易な

不納欠損処理とし て 取られかねないと 考 える。            要協議  

 

（３）税外収納簿の 様式 が二つ（会計管 理者が指定してい る 正式なもの、福祉課 が独

自に使用している も の）存在しており、一 元化するように指 導 を行い、令和２年

度からの対応を確 認 した。                     要指導  

 

（４）自立支援給付 費返還金（就労セン ターの不正請求等）については、虚偽の 実 績

が発覚、その後不正 請 求が確認されたと し て、熊本県が指定取 消 処分を行ったと

報道された。本年、３ 月末が納期限であ る が、現時点では未納 となっており、状

況によっては交渉 が 拗れる可能性があ る。早急に総務課と協 議 を行い、司法の場

への移行も視野に 入 れるなど、速やかな 対 応に心掛け られた い。    要協議  

    ➡返還額は２,３８０,８２６円 
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２ 支出事務について 

（ １ ） 平 成 ３ ０ 年 度 人 吉 市 保 育 士 の 資 質 向 上 の た め の 研 修 会 講 演 料 １ ５ 万 円 の 基準  

及び根拠が不明で あ る。本年度、市では「 講師等に係る謝礼 金 の取扱基準」を定

めており、 今後は こ の規定に従 った講 師 謝礼金を設 定され た い。取扱基 準では、

大学教授が最も高 く、１時間あたり一万 円 以下となっており、そ の基準を超える

場合は市長決裁を 受 けなければならな い と規定されている。事 務処理については

特に問題はなかっ た が、金額設定に際し て は、一般常識の範囲 内 であったか検証

されるべきと考え る。                       要検証  

※子ども子育て支援体制整備総合推進事業補助金  20 万円×1/2 

    対象経費：講師料、交通費（旅費）、宿泊費、食糧費等  

 

 

３ 契約事務について 

（１）昨年 の指摘事 項について は、 概ね 改善されて いたが、 一部、「決 裁伺いの 日 付

漏れ」「印 紙貼付漏 れ （戦没者追 悼式看 板 作製委託）」「契約 書 の条項漏れ （契約

保証金の免 除）（再 委 託禁止）」「利用状 況 報告書漏れ 」が見 ら れた。これ まで以

上の取り組みを心 掛 けられたい。 

 

（２）熊本県手をつ なぐ育成会、阿蘇広 域行政組合事務所、社会福祉法人誠和 会 に 委

託している認定調 査 業務委託契約にお い て、第１８条に契約 の 更新に際し、自動

更新の規定が設け ら れているが、本来で あ れば、自治体予算は 単 年度予算であり、

債務負担行為を設 定 しない限り複数年 度 契約は出来ないこ と となっており、まし

てや自動更新とい う 契約手法が、本市にお いて他に見当たら い ことから是正措置

をお願いする。                          要検証  

 

  ４ 任意団体補助について  

（１）補助事業完了 前 に支払いの必要が あ る補助団体への交 付 は、人吉市補助金交付

規則第５条 第１項 た だし書きを 適用し 、 適切に処理 されて い ることを確 認した。 

 

５ 服務について 

（１）出張命令書が な いケー ス（１件）、復 命書がないケース（ ３ 件）を確認したが、

指摘後いずれも改 善 された。  

 

（２）時間 外等勤務 命令簿にお いて、誤 った端数処 理（目に よる）が行 わ れてお り 、

返納（１件 ）が生じて いる。人件費 に係る ことであり、細心の 注意を払い、事務

処理に心掛けられ た い。  
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６ 財産管理について 

（１）現在、備品検 査 に際しては、新基準 による検査を計画 中 であり、今回の検査 は

実施しなかった。  

 

■税務課 

 〇期日 令和元年６月５日（水）～６月７日（金）  

〇検証分析 

１ 収入事務について 

（１）入湯税申告書 の 申告遅延が見受け ら れる。人吉市税条例 第 １４５条第３項 にお

いて特別徴収義務 者 の納期限が定めら れ ており、対象者への申 告指導はなされて

いるものの、遅延が 常態化している状 況 にある。適切な納付 に向け、更なる継続

的な申告指導を行 わ れたい。  

 

 

 

 

 

（２）現金収納は、人 吉市出納員現金収 納 に関する特例規程 第 ５条 によると必ず 即 日、

ま た は 即 日 が 指 定 金 融 機 関 の 休 日 に 該 当 す る と き は 翌 週 の 直 後 の 休 み で な い 日

に払い込まなけれ ば ならないとあるが 、適正ではない納入 処 理（地籍測量図等・

納税証明等 発行手 数 料）が１件 見られ 、 今後適正な 事務処 理 を心掛け ら れたい。 

 

２ 服務について 

（ １ ） 時 間 外 等 勤 務 手 当 の 支 給 に お い て 、 諸 税 係 の 執 行 額 （ 特 に ４ 月 分 ） の 平 準 化  

が必要である。時間外 勤務に個人差があ る ので、税務課、総務課 、財政課が中心

となり、労務管理 、 予算配分を含め建 設 的な意見交換をお 願 いしたい。  

 

３ 契約事務について 

（１）土地情報総 合 システム保守点検 業 務委託、 ｅＬＴＡ Ｘ 連携システム構築 業 務

委託固定資産土地 評 価システム業務委 託 において、「再委託 禁 止条項」「契約保

証金免除項目」が 漏 れていた。平成３ ０ 年２月契約 管財課 主 催の入札契約事務

説明会資料により 事 務処理を行うよう 心 掛けられたい。 

 

 

人吉市税条例１４５条第３項 

特別徴収義務者は、毎月１５日までに前月 1 日から同月末日までに徴収すべき入湯税

に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及

びその納入金を納入書によって納入しなければならない。 
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４ 財産管理について 

（１）現在、備品検 査 に際しては、新基準 による検査を計画 中 であり、今回の検査 は

実施しなかった。  

 

 

■藍田財産区 

 〇期日 令和元年６月１２日（水）～ ６月１３日（木）  

〇検証分析 

１ 収入事務について 

（１）昨年の定期監 査 において、土地貸付 収 入に伴う土地賃貸 契 約書に自動継続更新

の条項が入ってい た ことを指摘したが、そ の後、関係書類はす べ て改善されてお

り、その旨を確認 し た。  

 

（２）土地貸付収入 に おいて、平成３０年 度 分２件が収入未済 と なっている。昨年度、

土地貸付収入に未 済 はなかったことか ら、過年度未処理分と し て、平成３１ 年度

に調定をあげると と もに、早急 な対応に努 められたい 。※今後滞納分として処理して

いく中で土地賃貸借契約第６条に基づき、「延滞金」を加算して回収すること。  

 

２ 支出事務について 

（１）藍田財産区管 理 協力会の事務処理 に、請求書印漏れ（決裁 ラ イン）などを 始め、

一連の事務処理に 正 確性欠いているも の が見られた。また、協 力会から財産区へ

の事務処理におい て、人吉市補助金交付 規 則に基づく適正な 事 務処理（第５条に

基づく実績報告書 の 未提出）がなされ て いない。早急な是 正 を行われたい。  

 

３ 服務について  

（１）出張命令書 に おいて、「疑義を招 く 用務」が 見られ、 是 正をお願いする。  

 

４ 契約事務について 

（１）複写機の消 耗 品供給において、 契 約の内容が保守管 理 の内容になってい る 。  

実際はパフォーマ ン ス契約を目的に、消耗 品費として予算化 さ れているため整合

性がとれていない 。同 じような案件がほ か にも見られること か ら全庁的な問題と

して位置づけ、契 約 管財課の統一様式 に よる事務処理を周 知 されたい。  

 

（２）バスの借り上 げに際し、契約管財 課において統一様 式 が示されており、今 後は

この様式に従い事 務 処理を行われたい 。  
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確認事項

❶ 徴収台帳は等は整備されているか。また、その記帳は適正に行われているか。

❷ 滞納者の実態は十分調査されているか。また、滞納の状況と理由を明確に把握し、かつ記録しているか。

❸ 徴収率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。

❹ 滞納者に対する督促は適時、かつ適正に行われているか。

❺ 滞納者に対する滞納処分は適時、かつ適正に行われているか。

❻ 必要に応じ徴収猶予及び換価猶予の措置がとられているか。また、その手続きは適正か。

❼ 滞納処分の執行停止は適正に行われているか。

❽ 繰上徴収手続きは適正に行われているか

❾ 過誤納金の処理は適正に行われているか・

❿ 不納欠損処分は適時、厳正に行われているか。

 

（３）素材 生産販売 業務委託契 約に「再 委託禁止の 条項」が 漏れ ている 。本年４ 月 、

代表監査委員から 各 課に対し所見を述 べ ているので確認さ れ たい。  

     また、入 札執行者の職名は、「 補職（○○係長）」で はなく、「人吉市 職員 の職

の設置に関する規 則 に基づく職名」で 統 一されたい。  

 

 

■納税課 

 〇期日 令和元年６月２７日（木）～６月２８日（金）   

〇検証分析 

１ 収入事務について 

（１）財務事務監査 マニュアルに従い、下記の項目につい て 、提出された簿冊か ら抽

出による事務処理 状 況を確認したが、適 切 に処理されていた。特 に貴課の定期監

査において注視し て いる「不納欠損処分 」については、消滅時 効報告書から抽出

による内容確認を 行 い、執行停止決議書 と 合わせ、適正に処理 さ れていることを

確認した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２ 支出について 

（１）特になし  

 

３ 服務について 

（１）特になし 

 

４ 財産管理について 

（１）即日納入の原 則 から反した納入 遅 滞（１件）が 見られ、内部統制の観点か ら も

「即日納付」の徹 底 を全職員に対し周 知 されたい。    

。 

。 
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